
昭
和
五
十
四
年
通
商
産
業
省
・
運
輸
省
令
第
三
号

自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
二
十
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
の
算
定
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
）

第
一
条
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
五
十
一
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
は
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

自
動
車
の
区
分

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

一
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭

和
五
十
四
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
一
号
に
規
定
す
る
乗

用
自
動
車
の
う
ち
電
気
（
外
部
電
源
に
よ
り
供
給
さ
れ
る
電
気
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
動
力
源

と
し
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
乗
車
定
員
九
人
以
下
の
も
の
及
び
乗
車
定
員
十
人
以
上
か
つ
車
両
総

重
量
（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
四
十
条
第
三
号
に
規
定
す

る
車
両
総
重
量
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
三
・
五
ト
ン
以
下
の
も
の

国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
燃
料
一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
走
行
距
離
を
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
数
値

で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
指
定
に
当
た
り
国
土
交
通
大
臣
が
算
定
し
た
も
の

令
第
十
八
条
第
八
号
に
規
定
す
る
貨
物
自
動
車
で
あ
つ
て
、
車
両
総
重
量
三
・
五
ト
ン
以
下
の
も
の

二
令
第
十
八
条
第
一
号
に
規
定
す
る
乗
用
自
動
車
の
う
ち
電
気
を
動
力
源
と
す
る
も
の
（
燃
料
を
使

用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
乗
車
定
員
九
人
以
下
の
も
の
及
び
乗
車
定
員
十
人
以
上
か
つ

車
両
総
重
量
三
・
五
ト
ン
以
下
の
も
の

国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
燃
料
一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
走
行
距
離
を
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
数
値

で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
指
定
に
当
た
り
国
土
交
通
大
臣
が
算
定
し
た
も
の
及
び
国
土
交
通
大
臣
が
告

示
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
走
行
距
離
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
消
費
電
力
量
を
ワ
ッ
ト
時
で
表
し
た
数
値
で
あ
つ
て
、

道
路
運
送
車
両
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
指
定
に
当
た
り
国
土
交
通
大
臣
が
算
定
し
た
も
の

三
令
第
十
八
条
第
一
号
に
規
定
す
る
乗
用
自
動
車
の
う
ち
電
気
を
動
力
源
と
す
る
も
の
（
化
石
燃
料

又
は
非
化
石
燃
料
を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
乗
車
定
員
九
人
以
下
の
も
の
及
び
乗

車
定
員
十
人
以
上
か
つ
車
両
総
重
量
三
・
五
ト
ン
以
下
の
も
の

国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
走
行
距
離
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
消
費
電
力
量
を
ワ
ッ
ト
時
で
表
し

た
数
値
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
指
定
に
当
た
り
国
土
交
通
大
臣
が
算
定
し
た
も
の

四
令
第
十
八
条
第
一
号
に
規
定
す
る
乗
用
自
動
車
で
あ
つ
て
、
乗
車
定
員
十
人
以
上
か
つ
車
両
総
重

量
三
・
五
ト
ン
超
の
も
の

国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
燃
料
一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
走
行
距
離
を
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
数
値

で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
指
定
に
当
た
り
国
土
交
通
大
臣
が
算
定
し
た
も
の
又
は
同
法
第
七
十
五
条
の

三
第
一
項
の
指
定
（
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
の
型
式
に
つ
い
て
の
指
定
に
限
る
。
）
に
当
た
り
国
土
交
通
大
臣
が
測
定
し
て

得
た
測
定
値
を
基
礎
と
し
て
算
定
し
た
も
の

令
第
十
八
条
第
八
号
に
規
定
す
る
貨
物
自
動
車
で
あ
つ
て
、
車
両
総
重
量
三
・
五
ト
ン
超
の
も
の

（
特
定
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
の
対
象
外
と
な
る
乗
用
自
動
車
）

第
二
条
　
令
第
十
八
条
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
乗
用
自
動
車
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
乗
用
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

乗
用
自
動
車
の
区
分

令
第
十
八
条
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
乗
用
自
動
車

乗
車
定
員
九
人
以
下
の
乗
用
自
動
車

型
式
指
定
自
動
車
（
道
路
運
送
車
両
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
自
動
車
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
乗
用

自
動
車

乗
車
定
員
十
人
以
上
の
乗
用
自

動
車

車
両
総
重
量
三
・
五
ト
ン
以
下
の
乗
用

自
動
車

型
式
指
定
自
動
車
以
外
の
乗
用
自
動
車

車
両
総
重
量
三
・
五
ト
ン
超
の
乗
用
自

動
車

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
乗
用
自
動
車

一
　
型
式
指
定
自
動
車
又
は
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
（
道
路
運
送
車
両
法
第
七
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指

定
を
受
け
た
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
を
備
え
た
自
動
車
（
型
式
指
定
自
動
車
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
も
の

二
　
揮
発
油
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
も
の

三
　
電
気
を
動
力
源
と
す
る
も
の

（
特
定
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
の
対
象
外
と
な
る
貨
物
自
動
車
）

第
三
条
　
令
第
十
八
条
第
八
号
の
経
済
産
業
省
令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
貨
物
自
動
車
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
貨
物
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

貨
物
自
動
車
の
区
分

令
第
十
八
条
第
八
号
の
経
済
産
業
省
令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
貨
物
自
動
車

車
両
総
重
量
三
・
五
ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車

型
式
指
定
自
動
車
以
外
の
貨
物
自
動
車

車
両
総
重
量
三
・
五
ト
ン
超
の
貨
物
自
動
車

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
貨
物
自
動
車

一
　
型
式
指
定
自
動
車
又
は
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
指
定
自
動
車
以
外
の
も
の

二
　
揮
発
油
を
燃
料
と
す
る
も
の

附
　
則

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

1



２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
次
に
掲
げ
る
者
か
ら
、
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
法
第
百
四
十
七
条
第
一
号
イ
に
規
定
す

る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
相
当
す
る
数
値
を
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
特
定
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
（
法
第
百
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
自
動
車
の
う
ち
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
す

る
事
業
を
行
う
者

二
　
特
定
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
で
あ
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車
の
う
ち
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の
を
本
邦
外
に
お
い
て
製
造
し
、
又
は
輸
入
す
る
事
業
を
行
う
者

三
　
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
く
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
し
た
型
式
指
定
自
動
車
と
原
動
機
、
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
、
動
力
伝
達
装
置
及
び
燃
料
の
種
類
が
同
一
で
あ
る
自
動
車
に
つ
い
て
当
該
型
式
指
定
自
動
車
に

係
る
道
路
運
送
車
両
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
申
請
を
し
た
者

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
三
月
九
日
通
商
産
業
省
・
運
輸
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
三
月
二
七
日
通
商
産
業
省
・
運
輸
省
令
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
で
あ
っ
て
平
成
五
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
七
十
五
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
の
算
定
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
七
月
三
〇
日
通
商
産
業
省
・
運
輸
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
の
日
（
平
成
五
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
三
月
六
日
通
商
産
業
省
・
運
輸
省
令
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
八
年
政
令
第
二
十
九
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
道
路
運
送
車
両
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
指
定
の
申
請
が
行
わ
れ
た
貨
物
自
動
車
に
関
す
る
改
正
後
の
こ
の
省
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
「
測
定
し
た
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
測
定
し
て
得
て
い
る
同

令
第
三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
排
出
物
の
測
定
値
を
基
礎
と
し
て
算
定
し
た
も
の
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
三
一
日
通
商
産
業
省
・
運
輸
省
令
第
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
七
十
五
条
第
一
項
の
指
定
の
申
請
が
行
わ
れ
た
軽
油
を
燃
料
と
す
る
乗
用
自
動
車
及
び
貨
物
自
動
車
に
関
す
る
改
正
後
の
こ
の
省
令
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
「
測
定
し
た
も
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
測
定
し
て
得
て
い
る
同
令
第
三
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
排
出
物
の
測
定
値
を
基
礎
と
し
て
算
定
し
た
も
の
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
五
日
通
商
産
業
省
・
運
輸
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
七
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
四
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
各
号
列
記
以
外
の
部
分
の
改
正
規
定
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
及
び
装
置
型
式
指
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
国
土
交
通
省
令
第
八
十
一

号
）
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
七
十
五
条
第
一
項
の
指
定
の
申
請
が
行
わ
れ
た
液
化
石
油
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
乗
用
自
動
車
に
関
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
自

動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
の
算
定
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
新
省
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
「
測
定
し
た
も
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
測
定
し
て
得
て
い
る
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸

省
令
第
六
十
七
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
排
出
物
の
測
定
値
を
基
礎
と
し
て
算
定
し
た
も
の
」
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
十
五
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
省
令
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
「
測
定
し
た
も
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
測
定
し
て
得
て
い
る
同
令
第
三
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
排
出
物
の
測
定
値
を
基
礎
と
し
て
算
定
し
た
も
の
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
一
七
日
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
七
月
二
日
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
七
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
八
月
二
五
日
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
二
月
二
七
日
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
「
第
八
十
条
第
一
号
」
を
「
第
八
十
条
第
一
号

イ
」
に
改
め
る
改
正
規
定
並
び
に
第
二
条
、
第
三
条
及
び
附
則
第
二
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
表
第
二
号
の
改
正
規
定
中
「
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
七
十
五
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
及
び
「
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装

置
」
の
下
に
「
の
型
式
に
つ
い
て
」
を
加
え
る
部
分
並
び
に
第
二
条
の
表
の
改
正
規
定
中
「
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
七
十
五
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
液
化
石
油
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
乗
用
自
動
車
で
あ
っ
て
、
乗
車
定
員
十
人
か
つ
車
両
総
重
量
三
・
五
ト
ン
超
の
も
の
に
対
す
る
こ
の
省
令
（
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
第
一
条
及
び
第
二

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
四
月
二
〇
日
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
二
月
五
日
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
安
定
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
の
確
立
を
図
る
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

3


